
第 62回 横浜市発達障害検討委員会 次第  

 

【日時】令和８年２月２日（月）18：30～20：30 

【場所】市庁舎 18階会議室 みなと４・５ 

 

１ 開会          
 

２ 議題  

（１）令和８年度 発達障害児・者施策関連予算案について             【資料１】      

                                  

（２） 発達障害児・者に係る施策の取組について      

ア 令和８年度以降の発達障害のある子を持つ保護者支援に係る取組について  

[答申関連項目]Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ                 【資料２】     

   

イ 令和７年度地域療育センター事業推進連絡会 検討状況について 【資料３】 

[答申関連項目]Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ                      

   

ウ 学齢後期障害児支援事業の実施について                       【資料４】    

  [答申関連項目]Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ                    

   

エ 令和７年度 特別支援教育に関する取組みの状況について（報告）【資料５】    

[答申関連項目]Ⅰ・Ⅳ                          

                           

オ 発達障害地域連携プログラムの展開について           【資料６】    

[答申関連項目] Ⅳ 

 

  カ 「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者への具

体的施策の展開について【答申】」の振り返りについて         【資料７】    

    [答申関連項目] Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ 

     

  キ 横浜市における状態が悪化した強度行動障害を有する者への集中的支援について  

    [答申関連項目] Ⅰ・Ⅲ                           【資料８】   

     

                                       

３ その他 

 

 
[参考]答申（令和２年６月）における６つの大項目 

【項目Ⅰ】 本人への支援 

【項目Ⅱ】 保護者及び家族への支援 

【項目Ⅲ】 支援機関の連携と役割分担 

【項目Ⅳ】 支援体制の強化・充実 

【項目Ⅴ】 人材育成 

【項目Ⅵ】 障害理解の促進・ 普及啓発 
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令和７年度 横浜市発達障害検討会委員名簿 

（敬称略） 

氏  名 所  属 

１ 学識経験者 渡部 匡隆 
横浜国立大学大学院 

教育学研究科高度教職実践専攻 

２ 学識経験者 日戸 由刈 相模女子大学 人間社会学部 

３ 教育関係者 冢田 三枝子 横浜高等教育専門学校 

４ 医療従事者 高橋 雄一 横浜市東部地域療育センター 

５ 
障害児・者の福祉に関す

る事業に従事する者 
齊藤 共代 横浜市北部地域療育センター 

６ 
障害児・者の福祉に関す

る事業に従事する者 
阿部 浩之 地域活動ホーム ガッツ・びーと西 

７ 
障害児・者の福祉に関す

る事業に従事する者 
柴田 珠里 横浜市発達障害者支援センター 

８ 
障害児・者の福祉に関す

る事業に従事する者 
池田 彩子 よこはま若者サポートステーション 

９ 障害児・者やその家族 伊原 文恵 
神奈川ＬＤ等発達障害児・者親の会 

にじの会 

10 障害児・者やその家族 平下 和子 一般社団法人横浜市自閉症協会 
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局名 補職名 氏名

事務局 障害福祉保健部長 片山　久也
障害施策推進課長 中村　剛志
障害自立支援課長 飯野　正夫
障害施設サービス課長 大津　豪
精神保健福祉課長 秋山　直之
企画課長 松村　健也
こども福祉保健部担当部長 柴山  一彦
医務担当部長 岩田　眞美
障害児福祉保健課長 高島　友子
青少年相談センター所長 山崎　三七子
放課後児童育成課長 河原　大
保育・教育支援課長 大槻　彰良
保育・教育支援課人材育成・向上支援担当課長　 八木　慶子
企画調整課長 原　弘岳
インクルーシブ教育担当部長 西野　均
特別支援教育課長 金井　国明
特別支援教育相談課長 小池　美恵子
障害施策推進課相談支援推進係長 渡辺　弥美
障害施策推進課担当係長 松本　繭
障害自立支援課就労支援係長 大野　悟
障害施設サービス課地域施設支援係長 老松　太一
障害施設サービス課共同生活援助担当係長 池田　隆介
精神保健福祉課精神保健福祉係長 香月　正樹
障害児福祉保健課担当係長 川上　智昭
障害児福祉保健課整備担当係長 坂井　千月
障害児福祉保健課担当係長 菅原　政則
障害児福祉保健課担当係長 永見  徹
特別支援教育課担当係長 野中　大介
特別支援教育相談課担当係長 海老原　圭

令和7年度　横浜市発達障害検討委員会事務局名簿

健康福祉局

こども青少年局

教育委員会事務局

事務担当 健康福祉局

こども青少年局

教育委員会事務局
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発達障害検討委員会【資料１】
令 和 ８ 年 2 月 ２ 日
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令和８年度以降の発達障害のある子を持つ保護者支援に係る取組について 

令和６年度の検討会をはじめ、令和７年度はペアレントメンター等の取組の実施に向けて、推薦基準や研修 

プログラム案など具体的な事項の検討を進めてきました。その検討結果等を踏まえ、発達障害のある子を持つ 

保護者支援に係る取組について、令和８年度以降に取り組むべき事項を整理します。 

１ これまでの取組状況 

令和６年度 ・発達障害のある子を持つ保護者支援に係る取組の検討会の開催（全３回）

・第２回発達障害検討委員会において、検討会のまとめを報告

令和７年度 ・第１回発達障害検討委員会において、保護者支援に係る取組の進捗の報告

・団体（横浜障害児を守る連絡協議会）へのヒアリング

・発達障害のある子を持つ保護者支援に係る取組の検討会の開催（全１回）

２ 保護者支援に係る取組の目指す姿 

 発達障害のある子を育てる保護者が、身近な地域やオンラインで、先輩保護者と話をし、共感や情報を得る 

ことでエンパワメントされ、本人とその家族の孤立を防ぎ、安心して子育てができる地域を目指します。 

※先輩保護者は、同じ立場で悩みを経験してきた当事者でもあります。こうした経験に基づく言葉は、現在子育

てをしている保護者とって安心や支えにつながります。

３ 令和 8 年度以降に取り組むべき事項 

（１） 保護者支援の取組の試行実施

保護者の参加しやすい活動方法と効果等を確認するため、試行的に先輩保護者の話を聞く取組を実施

し、その効果等を参加者へのアンケート（ニーズ、満足度、不安感など）実施により確認し、取組の実施に向け

て検証する必要があります。 

【取組イメージ】 

プランＡ プランＢ プランＣ 

対象 未就学～学齢児 未就学児 学齢児 

方法 オンライン 対面 対面 

日時 土日日中/平日夜間 平日日中 平日日中 

内容 メンター同士が子育て経験

を話し合う座談会を聞く 

既存の活動の場に出向く 

（地域活動ホームや療育セ

ンターなど）

既存の活動の場に出向く 

備考 初めて参加する方の心理的

なハードルを下げる 

就労世帯も参加しやすい 

子どもも一緒に参加しやす

い施設での開催が望ましい

か 

教育委員会や学校への周知

も行う 

※オンラインは少人数、顔の見える形を想定

発達障害検討委員会【資料２】 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ 日 

こども青少年局障害児福祉保健課
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（２） ペアレントメンター養成研修の試行実施

養成研修の試行実施により、より効果的な研修となるよう、必要な研修のプログラムや項目を検証し、

より効果的な研修にしていく必要があります。 

【実施イメージ】 

項目 内容 

目的 ペアレントメンター養成研修に必要なプログラム内容の精査 

内容案 保護者支援の基本的な心構え、相談を受ける際に適切な距離を保つ基礎知識、守秘義務 

講師 保護者団体の代表/カウンセリング技法に詳しい臨床心理士・公認心理士など 

時間 半日程度 

（３） ピアサポート活動としての活動内容や活動状況の公表

ア 公表内容

本市ＷＥＢサイト等を活用して、団体名、活動内容、対象年齢、活動地域などを公表する必要があります。

イ 公表対象となる団体の基準

基準 内容 

実施体制 年間の活動人数の報告ができる体制であること 

継続性 単発ではなく、継続的に活動している（規約や運営体制が整備され、年間

活動予定がある） 

公平性 希望する方が参加できるなど、広く開かれている 

行政等との連携 区役所や障害者支援センター等と連携が取れている 

※公表された団体は、横浜市で実施するピアサポート活動の実施団体として位置付けられることとなります。

ウ 事務フローイメージ

原則として、横浜市電子申請・届出システム等を活用し、年１回横浜市に実績を報告いただくこととしま

す。（地域訓練会の場合は、障害者支援センターと個別に調整する予定です。）

（４） 障害者プランの振り返り

ペアレントメンターの養成は令和８年度以降に開始予定ですが、ピアサポート活動については、これまで

の検討により一定の整理ができています。このため、本市 WEB サイト等に地域訓練会等のピアサポートの

活動団体を掲載し、活動への参加人数も把握していきます。 

（５） 今後のスケジュール

<令和７年度> ２月 発達障害検討委員会にて報告

ピアサポート活動の掲載依頼、調整 

 研修プログラム案の確定、講師調整 

３月 保護者支援の取組の試行実施案の確定 

<令和８年度>  ６月 養成研修の試行実施 

７月 保護者支援の取組の試行実施 

<令和９年度>  ペアレントメンター養成、メンター活動の開始予定 
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【参考】障害者プランにおける指標 

R6 年度 R7 年度 R8 年度 

ペアレントメンターの人数 検討 実施 実施 

ピアサポート活動への参加人数 検討 実施 実施 

ペアレントトレーニング実施者養成研修（事

業所数/年） 
30 か所 30 か所 30 か所 

ペアレントトレーニングやペアレントプログ

ラム等の支援プログラム等の実施者数・

受講者数 

実施者数：30 か所、 

受講者数：450 人 

実施者数：30 か所、 

受講者数：450 人 

実施者数：30 か所、 

受講者数：450 人 
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令和７年度地域療育センター事業推進連絡会 検討状況について 

１ 趣旨 

地域療育センター（以下「センター」という。）は、これまでも社会情勢や制度改正等に対応するため、あり方

について検討を重ねながら、課題への対応策を進めてきました。一方で、社会状況の変化のスピードは加速し

ており、センターに求められる役割も刻々と変化し、更なる見直しが必要となっています。 

そこで令和７年度に、これまでの経緯も踏まえ、今後５年間（令和８～１２年度）に取り組むべき事項を整理す

るとともに、令和９年度以降の人員配置・予算への反映等を目的として、新たに検討を行いましたので、そのまと

め及び今後の方向性を記します。 

２ 検討事項の柱 

これからの地域療育センターに求められる役割の検討を行うとともに、地域において発揮すべき児童発達支

援センターとしての中核的な役割についても議論を行うこととし、検討の柱としては、以下の２つとしました。 

（１）柱 1：地域の関係機関との連携の強化…アウトリーチを中心とする相談支援の充実、地域支援の取組強化

（２）柱 2：学齢期の支援の充実

３ 開催経過 

実施日程 主たる検討内容等 

第１回 令和７年 8 月２２日 検討会設置の趣旨説明、地域療育センターの現状及び課題の共有 

第２回 令和７年 9 月１８日 柱１：アウトリーチ・地域支援(1) 

第３回 令和７年１０月３０日 柱１：アウトリーチ・地域支援(2) 

第４回 令和７年１１月２８日 柱２：学齢期の支援(1) 

第５回 令和７年１２月１５日 柱２：学齢期の支援(2) 

第６回 令和８年 1 月１５日 検討結果のまとめ 

４ 【参考】国における方針 

令和４年度 児童福祉法改正、令和６年度 障害福祉サービス等報酬改定により、児童発達支援センターに

おいては類型の一元化とともに、４つの中核機能の明確化が図られ、法的にも地域における障害児支援の中核

としての役割が求められるものとされました。 

(1) 障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備

(2) 児童発達支援センターの機能・運営の強化

① 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能

② 地域の障害児支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能

③ 地域のインクルージョンの中核機能

④ 地域の発達支援に関する入口としての相談機能

本市としても、中核機能の発揮に向けた地域の支援体制整備のため、地域において中核機能をどのように

整備・発揮していくか、支援が必要なこどもをどう支えるかという方針を定め、その実現を目指す必要があります。

今回の推進連絡会において、改めて現在果たしている役割や取組状況の確認・共有を行うとともに、より一層

の拡充に向けての検討を行いました。 

発達障害検討委員会【資料３】 
令 和 ８ 年 ２ 月 ２ 日 

こども青少年局障害児福祉保健課 

ー28ー



５ 検討状況まとめ（抜粋） 

（１）柱１：アウトリーチ・地域支援にかかる令和９年度以降の方針について

ア 目的

・国における４つの中核機能の明確化等を踏まえた、地域の関係機関との連携の強化（アウトリーチを中心と

する相談支援の充実、地域支援の取組強化）

イ 方向性（予定）

・今後（令和９年度以降）、様々な要因によりセンターの通園利用ニーズが減少傾向となることを想定し、クラ

ス数が減少となる場合の職員（クラス担任２～３名分）について、地域支援・アウトリーチ対応人員に振り向

けることを検討します。

・アウトリーチ・地域支援の実施主体は、これまで中心的に担ってきたソーシャルワーカーに限定せず、職種を

問わず広く取り組むこととします。

ウ 令和８年度中検討事項

・アウトリーチ・地域支援を担える人材の育成には時間を要することから、モデル実施センター（後述）を中心

に人材育成にかかる検討を行います。

・センター通園利用ニーズ（クラス数）の見込みについて、精度の高い予測ができるよう、全てのセンターにお

いて検討を行います。

（２）柱１：アウトリーチ・地域支援にかかる令和８年度モデル実施について

上記令和９年度以降の対応を見据え、法人毎１センターにおいて、令和８年度限定のモデル実施を行います。

ア 目的

・上記令和９年度以降のアウトリーチ・地域支援の拡充に向けた人材育成及びそのノウハウの蓄積

イ 効果検証等

・令和９年度以降の他センターへの横展開を前提として、令和８年度中に並行して効果検証及びその共有を

行います。モデル実施したアウトリーチ策・人材育成ノウハウ等について、他センターへの横展開のため、汎用

化しマニュアル化等に取り組みます。

（3）柱２：学齢期支援にかかる令和８年度の対応について

ア 検討経緯

・令和５年３月の「『地域療育センターの見直しについて』検討のまとめ」においても、「学齢児対応（教育と

の役割の整理）」は今後の課題としていました。今回の令和７年度会議においては、まずは各センターにお

ける取組状況・課題認識等を共有したうえで、課題の整理を行うこととしました。

・会議における委員からのご意見を踏まえ、教育委員会事務局の関連３課に対し、学びの場における「地域

療育センターに求める役割」にかかるニーズ把握調査等を実施するなど、意見聴取を行いました。

イ 令和８年度の対応について

・学齢期支援については、平成１３年度の学齢障害児支援の事業化からこれまでの経緯も踏まえ、引き続き

課題の整理とその検討を行っていく必要があるため、令和８年度においても継続して検討を行うこととしま

す。会議構成等については、今後調整を行います。

６ 【参考】検討委員 

地域療育センター：センター長、療育部門、相談・地域サービス部門ご担当者、法人ご担当者 等 

横浜市：こども青少年局、教育委員会事務局（オブザーバー） 
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学齢後期障害児支援事業の実施について 

１ ４事業所との意見交換会開催状況等について 

（１） 第１回：令和７年６月２４日、第２回：令和７年９月３０日、第３回：令和７年１２月１８日

（第４回：令和８年２月２６日予定）

（２） 第２・３回の主な検討内容及び意見（抜粋）

ア 研修等にかかる外部機関との連携について

・小学校の通級・保護者向けや、各区中学校特別支援教育コーディネーター協議会、自立支援協

議会、就労移行支援事業所等、幅広い研修依頼に対応している。アウトリーチは非常に重要だが、

マンパワーが必要。

・支援者向け、保護者向けでそれぞれ資料が異なることから、準備には手間を要する。４事業所での

共通部分は、統一資料の調整を検討。

イ 地域の医療機関との連携について

・一部事業所において、地域の医療機関と連携に向けて、書面で働きかけたのち、連携意向がある

医療機関には直接周知に出向いている。専門的な相談対応の充実のためにも、診療は外部とも

連携しながらの対応を検討。

ウ 18 歳以降の対応

・各事業所において可能な限り柔軟に対応しているが、長期的には診療・相談ともに地域の各機関

等につなぐことが必要。ケースの状況による部分も大きいが、第４回意見交換会も含め、引き続き

検討を行う。 

２ 申し込みから相談までの期間等について 
市内４か所目として、「横浜市学齢後期発達相談室みなと」が令和５年度末に開設。令和６年度は、

関係機関への周知を行うなど、事業を軌道に乗せるために時間を要した部分もあった。その後令和７年

度は、みなとの新規申し込み・継続相談は、ともに前年度比で増加している。 

また直近の傾向として、要因の分析は今後精査を要するが、リハビリテーションセンター及びくらすの

令和７年度における相談までの待機期間について、大幅に短縮傾向にある。 

表：相談期間実績推移（申込からインテークまで）   （単位：日） 

【備考】相談期間実績は、利用者のご意向により相談開始時期を遅らせた場合等も含みます。 

小児療育
相談センター

横浜市総合リハ
ビリテーション

センター

横浜市学齢後期
発達相談室
くらす

横浜市学齢後期
発達相談室
みなと

令和元年度 19.3 29.6 50.6 ー
令和２年度 20.2 110.2 42.2 ー
令和３年度 20.9 30.7 52.3 ー
令和４年度 40.1 25.6 118.2 ー
令和５年度 38.9 35.7 153.2 ー
令和６年度 35.3 48.1 138.9 19.5
令和７年度※ 51.9 17.5 76.3 22.9

発 達 障 害 検 討 委 員 会 【 資 料 ４ 】 
令 和 ８ 年 ２ 月 ２ 日 

こども青少年局障害児福祉保健課 

※令和７年１２月末
時点速報値
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令和７年度 特別支援教育に関する取組みの状況について（報告） 

１ 横浜市特別支援教育推進指針の主な取組みに関する進捗（発達障害に関連する取組を抜粋） 

（１）特別支援教室実践推進校（指針 P.17、20）

特別支援教室とは、児童生徒が在籍する学級を離れて学習等をするためのスペースです。

横浜市では、特別支援教室を全校設置とし、校内体制の工夫により運営しています。 

また、各学校において特別支援教室の活用を推進し、重点的に実践する学校を「特別支援

教室実践推進校」として選定しています。特別支援教室実践推進校には、非常勤講師を配置

し、特別支援教室のさらなる活用を推進しています。 

令和７年度は、実践推進校を 18 校増やし計 120 校として活用を図りました。 

 ≪次年度の予定等≫ 

 令和８年度は、特別支援教室実践推進校を「特別支援教室活用推進校」という名称に改

め、さらなる拡充を図っていく予定です。 

【参考：特別支援教室活用推進校の今後の予定】 

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

36 校 52 校 102 校 120 校 170 校 

（２）校内通級モデルの実施について（指針 P.20）

横浜市における通級指導は「通級指導教室」が設置された学校に通って通級を受ける「他

校通級」が主たる実施方法です。 

今回の校内通級モデルでは、通級指導教室が設置された学校に通うのではなく、普段通学

する学校内で通級指導が受けられること（自校通級）を目指して検討を進めました。 

令和７年４月より、「平沼小学校」、「みなとみらい本町小学校」の２校でモデルを開始し、

１年間で計 16 名の児童が校内通級を利用しました。 

≪次年度の予定等≫ 

令和８年度も引き続き拡充を図ることとし、４校程度拡充する予定です。 

（３）小・中学校における通級指導教室の新設（指針 P.22、24）

通級指導教室を利用する児童生徒は増加傾向にあり、平成 27 年度から令和６年度の 10 年

間で約 1.4 倍に増加しています。（Ｈ27 年度：2,093 人、Ｒ６年度：2,909 人） 

増加するニーズに対応するため、通級指導教室を「南神大寺小学校」、「松本中学校」に

「情緒障害、ＬＤ・ＡＤＨＤ通級指導教室」を設置しました。令和８年４月以降、実際に指

導を開始していきます。 

 発達障害検討委員会【資料５】 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ 日 

教育委員会事務局特別支援教育課 
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（４）特別支援教育に関する研修の充実に向けた取組み（指針 P.34）

特別な支援や配慮が必要な児童生徒への支援に関する教職員の専門性の向上を目指して、

特別支援教育に関する研修の充実を図りました。今後も引き続き取り組んで行きます。 

  【参考：主な取組み】 

・毎年年１回以上の特別支援教育に関する研修を、全校長向けに実施

・毎年年１回以上の特別支援教育に関する学校内での研修実施を必須としており、全教員

が特別支援教育に関する研修を受講

・令和６年度から、第１ステージ (１～３年目) の教員の法定研修である初任者研修の内

容として特別支援教育に関する内容を盛り込むとともに、第２ステージ(概ね４～７年

目)、第３ステージ(概ね８～15 年目)の教員に対しても、各キャリアに応じた特別支援教

育に関する研修受講を必須化

・毎年度、特別支援教育に関する校内支援体制の構築や特別支援教育の推進役になり得る

人材の育成を目的に、特別支援教育コーディネーター養成研修を実施

２ 「すべての児童生徒が安心して学校生活を送るためのガイドライン（以下、ガイドライン）」

の策定について 

 人は誰でも心が落ち着かなくなったり、不安になったりすることがあり、また、様々なき

っかけや原因によって、大きな不安や恐怖を感じることもあります。学校生活において、児

童生徒がそのような状況になった際、教職員は、安全を確保しつつ、児童生徒の気持ちや状

況に寄り添いながら支援することが必要となります。 

そこで、すべての児童生徒が安心して、充実した学校生活を送れるよう、校内体制を整え

ながら教職員が適切に支援を行うための、横浜市としての考え方を明確に示すことを目的と

して、令和７年４月にガイドラインを策定しました。また、ガイドラインの活用を図る取組

みも実施しました。 

  【活用に向けた取組み】 

〇ＨＰでの公開 

横浜市のＨＰで当ガイドラインを公開しました。 

〇校長研修の実施 

ガイドラインの趣旨を理解し、活用を図るため、小・中・高・特別支援学校の校長を対

象とした校長研修を全４回実施しました。 

【参考：開催実績】 

・第１回 令和７年５月２８日（水） ・第２回 令和７年５月２９日（木）

・第３回 令和７年５月２９日（木） ・第４回 令和７年５月３０日（金）

〇教員研修の実施 

ガイドラインの趣旨を理解し、活用を図るため、小・中・高・特別支援学校の教職員を

対象とした研修をｅラーニングで実施しました。 

〇市立学校での取組状況の把握 

各方面の学校教育事務所が実施する後期通年訪問の中で、ガイドラインの活用状況等に

ついて確認を行いました。その中で把握された好事例をまとめ、今年度中に全市立学校

へ発信する予定です。 
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３ 個別支援学級へのコンサルテーション事業について 

個別支援学級では、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズにあった支援が求められています。

また、個別支援学級で学ぶ児童生徒数は年々増加している中、児童生徒の障害等の状況も多岐

に渡り、教員の特別支援教育に関する専門性の向上が求められています。 

  そこで、日ごろから学齢期の子どもの発達支援を行う民間事業者に委託し、個別支援学級の

教員へコンサルテーションを行う事業を新たに開始し、令和７年度は市内の小・中学校計８校

に対してコンサルテーションを実施しました。 

【事業実績】 

  〇方面別に各２校、計８校で実施。 

  〇受託事業者 

日ごろから学齢期の子どもの発達支援を行う事業者を募集し、入札で事業者を決定。 

東部・西部方面：ＴＡＳＵＣ株式会社 

南部・北部方面：特定非営利活動法人フトゥーロ 

  〇コンサルテーションを実施してのモデル校の所感 

・教員の日々取り組んでいる指導内容を評価してもらえて、大変ありがたかった。

・受託事業者からいただいた新たな視点をもとに行った指導を評価してもらい、意欲の向

上につながった教員がいた。

・受託事業者が学校の立場を理解した上で、学校が取り組める指導を提案してくれた。

・学校全体の特別支援教育の充実に向け、教員だけでなく学校管理職にとっても有効な指

導手法等を学ぶ機会となった。

≪次年度の予定等≫ 

  当事業に一定の効果が出ていると考え、次年度も引き続きモデルの拡充を図ります。 

  令和８年度は、モデル校を８校増やし、計 16 校で実施していく予定です。対象となる学校に

ついては、今後選定を行っていきます。 
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４ 横浜市立高等学校（以下、市立高校）における「通級による指導」の実績報告について 

（１）横浜総合高校（拠点校）での「自校通級」〔自閉症、情緒障害、学習障害、ＡＤＨＤ〕

・申請のあった生徒 82 名に対し、指導を実施

【参考】申請者数の推移

    

・通級担当専任の教員６名を配置

・教科指導教員が通級指導に当たれるよう、週 18 時間分非常勤講師を配置

・専用教室（個別指導室と職員室が併設）を使用し指導

・心理相談員を派遣し、希望者に心理検査（ウェクスラー式知能検査）を実施

（２）盲特別支援学校・ろう特別支援学校での「他校通級」〔弱視、難聴、言語障害〕

・申請のあった生徒２名を対象に、ろう特別支援学校での他校通級を実施

（３）市立高校を対象にした「巡回指導」〔自閉症、情緒障害、学習障害、ＡＤＨＤ〕

・拠点校の通級担当専任教員が、各校へ巡回して指導を実施

・申請のあった市内５校、計 10 名の生徒を対象に、指導を実施

・月１～２回程度、１回あたり１～２単位時間（50 分～100 分）の指導を主に放課後に実施

（４）教職員への研修等

・特別支援教育コーディネーター協議会での、担当者向け研修を７月に実施

・ろう特別支援学校教員による、教員対象研修会を実施（他校通級実施校にて７月に実施）

（５）通級による指導に関する相談体制

・拠点校によるセンター機能を活用した「通級による指導」への事前相談を実施

年度 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

人数 ５２ ６１ ８２ 
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発達障害地域連携プログラムの展開について 

 発達障害者支援センターと、一次相談支援機関をはじめとした地域の相談支援機関との連携の取組として

実施してきた、発達障害地域連携プログラムについて、これまでの成果と現状を踏まえ、発展的な転換を図

り、より実務に即した柔軟な連携体制に移行します。 

１．発達障害地域連携プログラムとは 

  別紙１参照 

２．発達障害に関する相談の状況 

発達障害地域連携プログラムを通じて、横浜市発達障害者支援センターが三機関定例カンファレンスや各

区自立支援協議会へ出席するなど、区役所だけでなく地域の相談支援機関との連携が広がり、定着してきて

います。このような取組を通じて、横浜市発達障害者支援センターと一次相談支援機関との個別ケースの連

携事例も増加しており、発達障害の相談を地域で受け止め、専門機関として横浜市発達障害者支援センター

が地域の相談支援機関をバックアップする体制が構築されつつあります。 

その他、発達障害者支援センターでは地域連携プログラムを含め、地域の関係機関や地域住民など幅広い

対象者に研修や広報啓発活動を実施しています。 

【横浜市発達障害者支援センターの相談支援概況】 

・相談支援件数（延件数）：（Ｒ３）1,528件 ➡（Ｒ６）2,291件

・機関連携（コンサルテーション）件数：（Ｒ３）945 件 ➡（Ｒ６）1,217件

【横浜市発達障害者支援センターによる機関連携、広報啓発活動】 

別紙２参照 

３．令和８年度以降の方向性（案） 

上記のことから、発達障害地域連携プログラムの当初の目的については、一定の成果が得られたと考えら

れます。また、発達障害者支援センターが実施してきた研修やコンサルテーションの拡充により、地域の相

談支援機関の専門性向上や連携体制の基盤づくりも進んでいます。 

 一方で、相談件数・機関連携（コンサルテーション）件数は増加しており、専門機関として地域の相談支

援機関をバックアップするニーズは高く、今後も連携が求められています。 

 こうした状況を踏まえ、令和８年度以降は、発達障害地域連携プログラムで実施してきた機能を日頃の相

談支援や機関連携の実務へ統合していきます。 

発達障害検討委員会【資料６】 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ 日 

健 康 福 祉 局 障 害 施 策 推 進 課 
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（１）考え方

①発達障害地域連携プログラムの当初目的の達成

・相談機関との協働体制が構築され、連携が定着している。

・研修実施やコンサルテーションにより、地域全体の支援力が底上げされている。

②今後は事業としての「プログラム」から「実務」で連携を継続する段階へ

・個別ケースへの伴走支援、協働検討のニーズは増加。

・形式的なプログラム維持より、日常的な連携機能を強化することが重要。

③センター本来の相談・コンサルテーション機能を強化し、効果的な連携を継続

・増加する相談への対応力を高めることが、地域全体の支援力強化につながる。

（２）今後の動き

① 各区自立支援協議会への参画を継続し、地域の課題把握と連携を維持する

⇒ 区の実情に応じた相談・支援課題の把握

② 個別ケースへのコンサルテーションや支援を強化する

⇒ 区からの依頼に応じ、センター職員がケース検討・支援方針の整理を支援

③ ニーズや希望に合わせた対応で連携ができるよう研修メニュー等も整理し関係機関へ周知する

⇒ テーマ別や実践編など段階的な受講が出来るような構成についても検討

（３）移行時期

令和８年度
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【内容】発達障害者支援センター担当職員との顔合わせ、各区で抱える課題の共有、 

「連携プログラム」の実施方法の検討  等 

ア ミーティング

別紙１ 

【参考】「発達障害地域連携プログラム」について

発達障害者支援センターと、一次相談支援機関をはじめとした地域の相談支援機関との連携の取組。 

※ 平成 24・25年度の横浜市発達障害検討委員会の検討内容に基づき、「特定相談日」としてスター

ト。令和２年度に運用に係る検討を行い、実施方法等を一部変更の上、令和３年度から「発達障害地域連携

プログラム」として実施している。

(１) 目的

ア 地域の相談支援機関で抱える困難ケース等に対し、発達障害者支援センターとともに支援方法等

を考えること。

イ 発達障害者支援センターと、一次相談支援機関をはじめとした地域の相談支援機関との連携を構

築・強化すること。

(２) 内容

発達障害者支援センター職員が各区の一次相談支援機関に出向き、両者の連携により、次のア・イを

実施する。 

【内容】各区の実態に合わせ設定 
■ 実施内容の例

イ 連携プログラム

① 個別ケースに関する相談 ② 事例検討

③ 発達障害に関する研修 ④ その他

【実施回数】年１回以上 

【 対 象 】 原則として三機関（区役所・基幹相談支援センター・生活支援センター） 
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別紙２ 

横浜市発達障害者支援センターの機関連携・広報啓発活動実績（令和４～６年度） 

【実施対象者】 

市役所職員（高齢障害支援課、生活支援課、ひきこもり支援課等）、区自立支援協議会、障害福祉

サービス支援関係者、地域ケアプラザ職員、地域ユースプラザ、青少年相談センター、医療機関、

企業、後見人、地域住民 等

【研修・プログラム等の内容】 ＊テーマ別に分類 

① 基礎理解・特性理解  ＜発達障害の基本理解や特性把握に関する内容＞ 

・ 発達障害きほんのき

・ 発達障害支援の い・ろ・は ～発達障害の理解と関わり方の工夫～

・ 発達障害特性と環境調整

・ 自閉症・発達障害の特性理解とその対応

・ 発達障害 ～1人 1人の個性に寄り添う支援～

・ 発達障害の基礎知識 ～思春期・成人期の発達障害を正しく知る～

② 大人の発達障害・成人期支援 ＜成人期の生活や家族支援に焦点を当てたテーマ＞

・ 大人の発達障害 ～その特徴や対応について～

・ 大人の相談支援から見えること

・ 生活支援の現場から知る ～大人の発達障害～

・ 成人期を見据えた支援 ～家族同士でつながるメリット～

・ おとなの発達障害と家族

・ おとなの発達障害と相談支援

③ 相談支援・支援実践 ＜具体的な支援方法・関わり方・支援技術に関する内容＞

・ 事例から学ぶ～発達障害のある方へ具体的な関わり方について

・ 発達障害の方への支援 ～自閉傾向の強い方への支援について～

・ 障害のある子の成長を見守る保護者の思い ～支援者にできることは何か～

・ 発達障害のある方を支援する ～特性と環境調整から見えるアプローチ～

・ 発達障害者への相談支援について

・ 発達障害の理解と支援方法

・ 発達障害研修 ～支援方針や見立て、役割分担について～

④ 就労・雇用支援 ＜就労支援に関連するテーマ＞

・ 発達障害者の就労について

・ 障害別に見た雇用の実際（発達障害）

⑤ 事例紹介・協働支援 ＜連携の実践例や事例共有を扱うテーマ＞

・ 発達障害者支援センターの事業紹介と連携事例について

・ 事例検討、事例紹介

・ 機関コンサルケースの紹介

⑥ 専門職向け研修・センター紹介 ＜支援センターの役割や専門職対象の内容＞

・ 横浜市発達障害者支援センターの機能紹介

・ 横浜市発達障害者支援センターについて・大人の発達障害について

・ 発達障害のある大学生の支援と実践報告

⑦ 虐待防止・強度行動障害 ＜虐待防止や強度行動障害支援に関するテーマ＞

・ 虐待防止研修 ～強度行動障害について～ 
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「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者への 
具体的施策の展開について【答申】」の振り返りについて 

令和２年 6月の「軽度の知的な遅れを伴う、あるいは知的な遅れを伴わない発達障害児・者への具体
的施策の展開について【答申】」（以下、「答申」とする）において、横浜市が対象児・者への施策を展
開するにあたりヒントとなる視点が「横浜市発達障害施策の再構築に係る方向性」として６大項目・15 
小項目で示されるとともに、「喫緊に取り組むべき課題」を整理いただきました。 
その後は、答申に対する取組状況を評価・検証するため、発達障害者検討委員会において、喫緊に取

り組むべき課題を中心に議論を重ねてきました。 
次年度においては、これまでの議論を踏まえ、答申全体の取組状況の振り返りを実施し、今後の施策

展開を検討してまいります。 

１．実施方法について（案） 
（１）振り返りの実施方法

15の小項目ごとに、これまでの取組内容を整理します。
【振り返りシートイメージ】 

（２）評価方法
以下のいずれかの方法で評価します。
案１：進捗状況について、◎・〇・△などの評価をする
案２：◎等の印はつけず、文章で振り返りを記載する

（３）振り返り後の進め方
振り返りを踏まえ、今後、優先的に取り組むべき事項・さらに強化すべき事項等を確認し、当

該事項について、本検討委員会で検討を進めます。 

大項目 小項目 これまでの取組 評価 今後にむけて 

Ⅰ

本
人
へ
の
支
援

１ 本人がその人らしく生き

るための支援の充実

２ 当事者の居場所の充実 
３ 二次障害（ひきこもり等）

への対応力向上 

４ 成人期の課題に対する、

本人支援の充実

発 達 障 害 検 討 委 員 会 【 資 料 ７ 】 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ 日 

こども青少年局障害児福祉保健課

健 康 福 祉 局 障 害 施 策 推 進 課 

教育委員会事務局特別支援教育課 

ー39ー



＊答申より抜粋 
横浜市発達障害施策の再構築に係る方向性 

１ 本人がその人らしく生きるための支援の充実 

２ 当事者の居場所の充実 

３ 二次障害（ひきこもり等）への対応力向上 

４ 成人期の課題に対する、本人支援の充実 

 

１ 保護者及び家族に対する支援の充実 

 

１ 支援機関の役割分担の明確化等による、効果的・効率的な対応 

２ ライフステージを通し、切れ目のない支援を行うための、コーディネート機能の強化

３ 医療と福祉の連携強化とネットワークの拡充 

４ サービス情報提供システムの充実

 

１ 就学前の対象者数増加に対する、支援体制の拡充 

２ 教育と福祉の連携等による、学齢期支援の強化 

３ 学齢後期における、支援の量的拡大と質的な向上 

 

１ 発達障害に関する支援力を身につけた支援者の養成 

 

１ 地域社会における共生の実現に向けた、社会全体の意識醸成 

２ 特に教育・就労の場面における、本人を取り巻く周囲への理解促進 

Ⅲ 支援機関の連携と役割分担 

Ⅳ 支援体制の強化・充実 

Ⅱ 保護者及び家族への支援 

Ⅰ 本人への支援 

Ⅵ 障害理解の促進・普及啓発 

Ⅴ 人材育成 
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喫緊に取り組むべき課題 

１ 保護者及び家族に対する支援の充実 

発達障害の支援には、「本人」支援と並んで保護者及び家族支援が有効であり、重要である。 

このため、保護者等の交流の場等を促進するために、新たにメンター制度の創設や、ペア 

レントプログラム（ペアレントトレーニング）の充実などを検討すべきである。

 

１ 支援機関の役割分担の明確化等による、効率的・効果的な対応 

支援の実施主体ごとの役割分担を明確にし、相互に連携し補完し合うことで、効率的・効果 

的な支援体制を構築する必要がある。 

また、支援体制の中で中心的な役割を果たす機関を明確化し、その上で連携の仕組みを考え 

ることが重要である。 

２ ライフステージを通し、切れ目のない支援を行うための、コーディネート機能の強化

ライフステージごとの接続期において、切れ目なく、適切な支援に繋がることができる仕組

みの整備が必要である。併せて、支援機関ごとの連携強化が重要である。 

また、必要な情報がタイムリーに提供されるシステムの構築等とともに、本人及び保護者・ 

家族に対し、適切な時期に、確実に支援が届くような仕組みづくり等の検討も必要である。 

１ 就学前の対象者増加に対する、支援体制の拡充 

就学前の発達障害児支援体制の拡充を行うべきである。 

それに際しては、地域療育センターの機能見直しを抜本的に行うともに、関係する地域の支援 

機関が担うべき役割と方向性を明確にすることにより、効率的・効果的な支援体制の再構築及 

び必要な拡充を検討すべきである。 

３ 学齢後期における、支援の量的拡大と質的向上 

学齢後期障害児支援事業等それぞれの支援組織が担うべき役割と方向性を明確にした上で、 

効率的・効果的な支援体制の再構築および必要な拡充を検討すべきである。 

１ 発達障害に関する支援力を身につけた支援者の養成 

  今回対象とした児・者への支援に特化した、専門性の高い人材の育成が必要である。 

また、専門性のあり方についても、改めて検討が必要である。 

同時に、福祉・教育等関係者、企業、学校、地域社会など身近な支援者全般が、発達障害に 

関する適切な理解と対応を身につけることも求められている。 

Ⅲ 支援機関の連携と役割分担 

Ⅳ 支援体制の強化・充実 

Ⅱ 保護者及び家族への支援 

Ⅴ 人材育成 
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横浜市における
状態が悪化した強度行動障害を有する者への
集中的支援について（案）

• 健康福祉局障害施策推進課

• 2026年２月

発達障害検討委員会【資料８】
令 和 ８ 年 ２ 月 ２ 日

健 康 福 祉 局 障 害 施 策 推 進 課
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強度行動障害支援に関わる地域の支援機関等

支援者間で連携・ネットワーク構築
を行い、地域での支援力の向上を
図る

横浜市における状態が悪化した強度行動障害を有する者への集中的支援

令和８年４月から、居住支援活用型を実施開始

【広域的支援人材】（横浜市が選定・登録）
○強度行動障害に関する支援困難事例に対して助言等を行い地域を支援する人材
○集中的支援計画を作成し、標準的支援（個々の障害特性と行動の機能をアセス

メントし、環境調整等を行う）を実施しながら、助言を行う

＊広域的支援人材は、ア～ウのいずれかに該当する者から選定
ア 中核的支援人材養成研修の講師等（ディレクター・トレーナー）である者
イ 発達障害者支援体制整備事業による発達障害支援地域支援マネジャーである者
ウ その他強度行動障害を有する児者への支援に知見を有すると横浜市が認める者

◆居住支援活用型（集中的支援加算Ⅱ） …500単位/日（３か月を限度）
状態が悪化した者に対して、短期入所等の居住支援系サービスを活用して居住の場
し、集中的支援を実施。終了後は、元の住まいや新たな住まいへ移行する（※）
※集中的支援終了後の居住の場を確保、又は方針を決定し実施

【実施施設等】（横浜市が選定・登録）※令和８年４月～募集開始
○障害者支援施設
○共同生活援助 等

＊実施施設等は、アを必ず満たし、イ又はウいずれかに該当する施設等から選定
ア 施設入所支援は重度障害者支援加算Ⅱ又はⅢ、共同生活援助・短期入所は重度障害者支援

加算Ⅰ又はⅡを算定できる体制がある
イ 強度行動障害者への標準的支援について外部専門家によるコンサルを継続的に受けている
ウ 強度行動障害支援者養成研修の講師・ファシリ等派遣に協力している

参考：中核的人材
○国または都道府県等で実施する中核的人材養成研修を受講し、標準的支援を

踏まえた適切な支援を実施し、現場支援の中心となる人材
※実施施設の中に中核的人材が配置されていない場合も集中的支援の利用は可

発達障害者支援センター
○集中的支援の必要性の検討(実施検討会議の開催)
○広域的支援人材の派遣要請
○実施施設の検討・調整

事業所
○日常的な支援の提供
○事業所内の支援のマネジメント管理

相談支援事業所
○サービス等利用計画作成
○集中的支援前後のケースワーク

基幹相談支援センター
○相談支援事業所のバックアップ
○地域の体制づくり

区役所
○集中的支援適合基準の確認
○支給決定(新たにサービス利用する場合等）

医療・教育・
その他関係機関

事務局

報酬
訪問

・広域的支援人材が訪問した場合、
1,000単位/日を算定可（月４回まで）

・広域的支援人材に報酬として支払う

2
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状態の悪化した強度行動障害者への集中的支援（居住支援活用型※加算Ⅱ）の流れ（案）
健康福祉局

障害施策推進課
区役所 発達障害者支援

センター(事務局) 事業所等

・対象者が行動関連10点
以上(区分は問わない)
・支援終了後の居住の場
について方針がある

基準の適合確認

支給決定

個別支援会議等実施

短期入所など新たなサービ
ス利用が必要となる場合

集中的支援の必要性
(地域の支援チームで検討)

広域的支援人材 実施施設等

短期入所等を
活用した受入れ・
支援(環境調整等)

受入調整等

適合 、担当者名等を補記

対象者への集中的支援の必要性について、実施検討会議を開催(発達障害者支援センターが主催、原則月１回の定例開催)
※メンバー：地域支援マネジャー、広域的支援人材、申請事業所、実施予定施設、区、基幹相談支援センター、相談支援事業所(計画相談)等

実施施設の検討
(広域支援人材と連携）

3

送付(補記済の様式2写し)

名簿の共有(様式1-1,1-2)

名簿の共有(様式1-1,1-2)

名簿の共有(様式1-1,1-2)

名簿の共有(様式1-1,1-2)

①広域的支援人材の選定・
登録及び名簿(様式1-1)の
管理・共有
②居住支援活用型を実施する
施設等の選定及び名簿(様式
1-2)の管理・共有

共有(様式2,様式3写し) 実施申請書・
同意書受理

送付(補記済の様式2写し)
実施申請書(様式2)写しへ
の補記による支援実施依頼

送付(様式4) ※実施申請書(様式2)・同意書(様式3)の写しを添付

共有(様式4写し)

広域的支援人材の
検討・実施要請書

(様式4)の送付
実施施設等へ
連絡・調整

送付(参考様式5)

②実施施設の選定・名簿の管
理・共有について
◆選定
(ア)を必ず満たし、(イ)又は(ウ)の
いずれかに該当する施設から選定
(ア)施設入所支援は重度障害者
支援加算Ⅱ又はⅢ、共同生活援
助・短期入所は重度障害者支援
加算Ⅰ又はⅡを算定できる体制
がある
(イ)強度行動障害者への標準的
支援について外部専門家によるコ
ンサルを継続的に受けている
(ウ)強度行動障害支援者養成研
修の講師・ファシリ等派遣に協力し
ている
◆名簿管理・共有
・選定施設等の事業所名、種別
等を記載した登録名簿を作成し
保管
・名簿に掲載した全ての広域支
援人材及び掲載した全ての施設、
県に情報を共有

共有(参考様式5写し) 共有(参考様式5写し)

共有(参考様式5写し)

実施計画に基づく支援
(環境調整や有効な支援方

法等の助言援助)

・申請事業所等へ訪問しアセスメ
ントのうえ作成(概ね月1回見直し)

集中的支援実施計画書
(参考様式5)作成

送付(参考様式6)
共有(参考様式6写し)

共有(参考様式6写し)

送付(様式2,様式3)

・集中的支援実施
申請書(様式2)
・集中的支援に係
る同意書(様式3)

共有(参考様式6写し) 集中的支援実施報告書
(参考様式6)作成

支援方法等の引継ぎ
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強度行動障害支援者ネットワークの構築

強度行動障害の状態にある方の支援は、特定の事業所、特定の支援者だけで支えるには限界があり、地域で
チームを組みながら標準的支援を実施することが求められます。

横浜市では、様々な法人の方にご協力いただきながら強度行動障害支援力向上研修をオール横浜市として実
施しているため、その基盤を活かし、支援者ネットワークを立ち上げます。

【目的】

地域で活躍する人材同士がつながり、支援者間で支え合いながら、困難な事例に対応し、標準的支援の実現及
び支援力向上を図る。

【メンバー】

横浜市内の障害福祉サービス事業所等において、強度行動障害の状態にある方の支援に携わる方

オブザーバー参加：横浜市、区ソーシャルワーカー、その他関係機関・団体 等

【事務局】

横浜市発達障害者支援センター
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横浜強度行動障害支援者ネットワーク（仮称：Yknet）の構成

作成：横浜市発達障害者支援センター、健康福祉局障害施策推進課

基盤メンバー
・標準的支援の実践者

専門メンバー
・施設内外で核となる実践者
・地域でチームを作り、 標準的支援を推進

コアメンバー
・リーダー的人材
・支援の質の管理・資源開発

ファシリ経験者、各法人からの講師、ファシリ推薦者

中核的人材候補、強行研修講師複数回経験者

中核的人材、広域的支援人材 、地域支援マネジャー

＊
強
行
研
修
講
師
・フ
ァ
シ
リ
連
絡
会

＊
コ
ア
会
議

＊
実
施
検
討

会
議

＊
全
体
会
議

＊
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
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強度行動障害支援関連の加算
①強度行動障害を有する者の受入体制の強化

【重度障害者支援加算（生活介護・施設入所支援）】
○ 区分６以上行動関連項目10点以上の報酬区分を新設する。
○ 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者の加配要件を廃止し、生活支援員に占める割合での評価とする（体制加算部分は廃止）。

（現行）基準及び人員配置体制加算の配置数に加えて配置される基礎研修修了者1人（４時間程度以上）につき、利用者５人まで算定可。
（見直し後）生活支援員のうち基礎研修修了者の割合が20％以上。

【重度障害者支援加算（短期入所）】
○ 区分４,５の報酬区分を新設する。
○ 標準的な支援を推進するため、強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者が作成した支援計画シート等により適切な支援を行った場合の評価を新設

する（基礎研修修了者の配置のみの加算部分は廃止）。
【重度障害者支援加算（共同生活援助）】
○ 共同生活援助での受入体制を強化するため、利用者の状態や環境の変化等に適応するための初期のアセスメント等の評価を新設する。
【重度障害者支援加算（共通）】
○ 生活介護・施設入所支援・短期入所・共同生活援助において、行動関連項目の合計点が18点以上の者を受入れて中核的人材が作成する支援計画シート等

により適切な支援を行った場合にさらに加算する。
区分４以上かつ10点以上

※強行実践研修修了者配置
【新設】18点以上の場合

※中核的人材養成研修修了者配置
区分６以上かつ10点以上

※強行実践研修修了者配置
【新設】18点以上の場合

※中核的人材養成研修修了者配置

生活介護
・施設入所支援

受入・体制
180単位

初期
400単位

個別支援
＋150単位

初期
＋200単位

【新】受入・体制
360単位

【新】初期
500単位

個別支援
＋150単位

初期
＋200単位

短期入所 【新】受入
30単位

【新】体制
＋70単位

個別支援
＋50単位

受入
50単位

【新】体制
＋100単位

個別支援
＋50単位

共同生活援助 受入・体制
180単位

【新】初期
400単位

個別支援
＋150単位

初期
＋200単位

受入・体制
350単位

【新】初期
500単位

個別支援
＋150単位

初期
＋200単位

②状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援
○ 高度な専門性により地域を支援する人材（広域的支援人材）が、事業所等を集中的に訪問等（情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む）し、適
切なアセスメントと有効な支援方法の整理を共に行い環境調整を進め、支援を行った場合の評価を新設する。※期間は３か月を限度

 【新】集中的支援加算
・広域的支援人材が訪問等した場合の評価 1,000単位／回（月に４回を限度）
・状態が悪化した者を受け入れた施設等への評価 500単位／日

厚労省資料より参考

6
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広域的支援人材
○強度行動障害に関する支援困難事例に対して助言等を行い地域を支援する人材
○発達障害者地域支援体制整備事業（発達障害者地域支援マネジャー）、発達障害者支援センター等での配置を想定

施設・居住支援系
○障害者支援施設
○障害児入所施設
○共同生活援助 等

日中活動系・訪問系
○生活介護
○短期入所
○行動援護 等

○強度行動障害を有する者の支援においては、特定の事業所、特定の支援者だけで支えるには限界があり、地域の中で複数の事業所、関
係機関が連携して支援を行う体制を構築していくことが必要である。

○事業所においては適切な支援の実施をマネジメントする中核的人材を中心にチームによる支援を進めていくことが必要である。
また、各地域において、広域的支援人材等が事業所への指導助言等を行い、事業所の支援力の向上や集中的支援による困難事案への対
応を行う体制を整備していくことが必要である。

強度行動障害を有する者

地域生活支援拠点等
○障害福祉サービスと連
携し、緊急時の対応や施
設・医療機関から地域
への生活の移行を支援

緊急時対応

日常的な支援体制の整備
中核的人材
○標準的な支援を踏まえ適切な支援を実施し、現場支援で中心となる人材
○特に支援が困難な強度行動障害を有する者を受け入れる場合に配置を想定
○強度行動障害支援者養成研修の修了者を含めた事業所内でチームによる支援を進めていく

状態が悪化した者に対する集中的支援
○広域的支援人材が状態が悪化したケースについて集中的なアセスメント
や環境調整を実施

○広域的支援人材が事業所訪問し実施する形と、居住支援を活用し一時的に
環境を変えて実施する形を想定

支援者間でネット
ワークを構築し地
域で支援力の向上
を図る

連携

サービス等利用計画の策定相談支援
○計画相談支援 等

医療・教育・
その他関係機関

強度行動障害を有する者の地域の支援体制イメージ
【出典】情報アップデートDay2025

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課
地域生活・発達障害者支援室

参考
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集中的支援（２類型） ＊３ヶ月を限度

対象

集中的支援の対象は強度行動障害を有する児者であり、状態が悪化し、現状
の障害福祉サービス等の利用や生活を維持することが難しくなった児者

事業所訪問型
広域支援人材が状態等が悪化した利
用者が利用する事業所に訪問し、事業
所の支援者と協力しながら当該利用者
に対して集中的支援を実施

○強度行動障害を有する児者の支援においては、特定の事業所や支援者のみで対応するには限界があり、地域の中で複数の事業所や関係機関が連携して支
援を行う体制を構築していくことが必要。

○集中的支援に関しても標準的な支援*の考え方に基づき実施する。

*個々の障害特性と行動の機能をアセスメントし、強度行動障害の状態を引き起こしている環境要因を調整していく支援

○集中的支援に関しても、事業所、市町村、相談支援事業所等、との連携が重要。

○集中的支援終了後は、サービス担当者会議等を活用し、個々の障害特性や環境調整等のアセスメント情報を関係機関と共有するとともに支援体制について
検討する。

○都道府県等、発達障害者支援センター等は広域的支援人材の名簿登録、派遣調整に加えサポートやネットワーク構築など行う。

事業所
（役割）
・日常的な支援の提供

・事業所内の支援のマネジメントは管
理者／サービス管理責任者が担う

・集中的支援実施後に再度状態が悪化した場合などは、必要性を検討した上で再度実施することも可
・居住支援活用型で集中的にアセスメントしたあと、事業所訪問型に切り替え、元の居住の場に広域的支援人材が訪問し環境整備をすることも可
・地域生活支援拠点等で緊急対応しているケースに対し集中的支援によるアセスメントを活用し支援体制の立て直しを図ることも可

居住支援活用型
状態が悪化した者に対して、施設
入所支援等の居住支援系サービス
を活用して居住の場を移し、集中的
支援を実施。終了後は元の住まい
に戻る
居住の場を移すため本人の意思決定支援
や家族への説明など丁寧に行う
集中的支援終了後の戻り先を決め実施

広域的支援人材
（役割）
集中的支援を通じたアセスメント、助言集
中的支援計画、報告書の作成

訪問 訪問

連携

サポート

相談支援事業所
（役割）
・サービス等利用計画の作成
・サービス担当者会議等で検討
・集中的支援の前後のケースワーク

地域生活支援拠点等
（役割）
・緊急時の対応

市町村
（役割）
・集中的支援の支給決定
・集中的支援の運用状況等の把握

都道府県等／発達障害者支援センター等
（役割）

・広域的支援人材の名簿登録、派遣調整、
サポート、ネットワーク構築

連携

強度行動障害支援に関わる地域の支援機関等

教育機関、医療機関等の関係機関も必要に応じて連携

その他
留意事項

集中的支援の実施における地域での役割分担について参考 【出典】情報アップデートDay2025
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課
地域生活・発達障害者支援室
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集中的支援における広域的支援人材の選定
通知：こ 支 障 第 ７ ５ 号 障障発０３１９第１号 令和６年３月１９日
状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る 事務手続等について より抜粋

①選定
以下のア～ウのいずれかに該当する者から選定し、集中的支援の実施に関する役割等を説明し、同意が得られた者を選定すること。

ア 中核的人材養成研修の講師等（ディレクター・トレーナー）である者
（研修実施機関の国立のぞみの園より名簿を都道府県等宛に 3 月 25 日頃を目途に送付予定）

イ 発達障害者支援体制整備事業による発達障害者支援地域支援マネジャーである者

ウ その他強度行動障害を有する児者への支援に知見を有すると都道府県等が認める者

※ イ及びウは、強度行動障害を有する児者への支援に知見を有する者（事業所等へのコンサルテーションの経験等がある者）であって、国が実施している
強度行動障害支援者養成研修（指導者研修）に自治体の推薦を受けて参加した経験があることや、都道府県が実施している強度行動障害支援者養成研修の
企画や講師・ファシリテーター等の取りまとめ等を行う役割を担っている者であることが望ましい。

※ 中核市・児童相談所設置市においては、イの該当者について選定を行う場合には、都道府県・指定都市に確認を行うこと。

※ なお、イによって選定する場合は、集中的支援加算（Ⅰ）は広域的支援人材の派遣に係る費用を想定したものであるため、本加算が算定されることをもっ
て、発達障害者支援体制整備事業に係る予算額を減額することの無いようにすること。

都道府県内の複数の指定権者で同一の広域的支援人材を選定しても差し支えない。また、他の都道府県等が選定・登録している広域的支援人材を選定する
ことも差し支えないが、その場合には先に選定・登録している都道府県等と事前に双方の都道府県等での集中的支援の実施において支障がないよう確認・調
整を行うこと。

参考
【出典】情報アップデートDay2025

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課
地域生活・発達障害者支援室

10

ー51ー



１ 目的
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者並びに厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第548号。以下「告示」という。)

第14号及び第15号並びに別表の規定に基づく中核的人材養成研修の実施を通じて、強度行動障害を有する児者の障害特性を正しく理解し、機
能的アセスメントを通して環境調整等を行う標準的な支援の実践を、支援現場
で行うことのできる中核的人材の養成を図り、強度行動障害を有する児者へのより質の高い支援を確立し、もって発達障害者支援の円滑な運用
に資することを目的とする。

２ 定義
本要綱における用語の定義は、以下のとおりとする。

（１）中核的人材
障害福祉サービス事業所、発達障害者支援センター、児童発達支援センター、障害児入所施設及びその他関連事業所

（以下「障害福祉サービス事業所等」という。）において強度行動障害を有する児者に対してチームで支援を行う上で適切なマネジメント
を行い中心的な役割を果たす人材として本事業に参加し、または、独立行政法人国立重度知的障害 者総合施設のぞみの園（以下「のぞみの
園」という。）の中核的人材の研修に参加し、修了した者

（２）サブ・トレーナー
（１）の中核的人材の研修を修了し又はのぞみの園の中核的人材の研修でサブ・トレーナーを経験した者で、都道府県等の長がサブ・トレ

ーナーとして適当と認めて、５の（６）修了者名簿等に登録した者

（３）トレーナー
（２）のサブ・トレーナーとして本事業に参加し又はのぞみの園の中核的人材の研修でトレーナーを経験した者で、都道府県等の長がトレー
ナーとして適当と認めて、５の（６）修了者名簿等に登録した者

～後略～

中核的人材養成研修実施要綱（令和7年７月18日）参考
【出典】情報アップデートDay2025

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課
地域生活・発達障害者支援室
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